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◆Ⅳ章　生涯にわたっての支援と連携◆
　障害のある幼児児童生徒がより豊かな生活を送り，将来の自立や社会参加につながる力をつけ
ていくためには，教育のみならず，家庭及び地域，医療，福祉，保健，労働等の様々な機関が協
力して支援に当たることが必要である。医療とつながり医療的なケアを受ける，就労に向けて就
労・生活支援センターと連携するなど，その子が必要とする支援を受けられる体制を作り，連携
を図って支援していくことが大切となる。
　さらに，その子が学んできたことや受けてきた支援について，確実に引き継ぎながら将来へと
つなげていく必要があり，就学前から学校，就労へと支援をつなげ，積み重ねていくことが大切
である。

　　　　　

　　　　　　　

　今回の学習指導要領では，関連機関が連携して一貫した支援を進めるためのツールとして，「個
別の教育支援計画」を作成することが示されている。各校の特別支援教育コーディネーターを中
心に，特別支援学校のセンター的機能の活用や支援機関等との連携を図り，個別の教育支援計画
を作成し，適切な支援のために活用していくことが必要である。
　さらに，卒業後を見通した，一貫した指導・支援を行っていくために，就学相談，支援情報の
引き継ぎ，進路指導などを適切に行っていくことが大切である。

「個別の教育支援計画」とは
　個別の教育支援計画とは，障害のある幼児児童生徒の一人一人のニーズを正確に把握し，
教育の視点から適切に対応していくという考え方の下，福祉，医療，労働等の関係機関と
の連携を図りつつ，乳幼児期から学校卒業後までの長期的な視点に立って，一貫して的確
な教育的支援を行うために，障害のある幼児児童生徒一人一人について作成した計画　　
　　　　　　　　　　　　[ 特別支援教育の更なる充実に向けて（平成 21 年２月）]
【内　容】
　個別の教育支援計画には，次に挙げる内容を基本として作成する。
　○　学校・家庭・地域・関係機関の支援内容と役割分担
　○　本人や保護者の将来の願い
　○　学校・家庭・地域・保護者で確認し合った支援目標

個別の教育支援計画
の作成，実施，評価
（「P-D-C-A」の
サイクル）が重要
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１　「個別の教育支援計画」の作成と活用
（１）「個別の教育支援計画」の作成の目的

　障害のある幼児児童生徒の一人一人のニーズを中 ･ 長期的な視点で正確に把握し，適切に
対応していくという考えの下，教育のみならず福祉，医療，労働等の関係機関との連携を図り，
乳幼児期から学校卒業後まで一貫して的確な支援を行うことを目的とする。

（２）「個別の教育支援計画」作成の対象者
・　特別支援学校･特別支援学級在籍児童生徒　特別支援学校幼稚部在籍幼児
・　通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする幼児児童生徒（必要に応じて作成）

（３）「個別の教育支援計画」の作成者
　その子の担任や，特別支援教育コーディネーターが連携しながら作成する。作成に当たっ
ては，校内委員会，支援者が集まっての支援会議を持ち，実態や課題を共通理解し，それぞ
れの支援の役割を明確にしていく必要がある。

（４）「個別の教育支援計画」の作成手順
Step1　実態を把握し，支援ニーズを明らかにする。  〈Plan〉 

　担任が中心となり，その子の実態把握をする。学校における姿については，担任一人では
なく，多くの目で見たその子の情報を収集することが，的確な支援ニーズの把握のためには
重要である。療育や支援の経過，家庭や地域生活の様子については，主に保護者との個別懇
談や調査用紙への記入により情報を収集する。また関係機関等からの情報収集も有効である。

　　 

　
　

　収集した情報を「実態の共通理解シート」，各校のプロフィール表等を活用しながら整理
し，特別支援教育コーディネーターの協力を得て，その子の支援ニーズを明確にしていく。

必要な情報
Ａ　学校における情報の収集
　・その子の学習や生活の特徴的な姿
　・支援の必要性
　　その子が「どんな場面で」「どんなふうに」「どの程度」困っているのか
　・支援の手がかり　
　　その子の興味関心・得意なこと・がんばれること
　　どんな状況ならうまくいくか　どんな環境を整えればうまくいくか
　・諸検査の結果
Ｂ　保護者からの情報収集
　・家庭や地域生活での様子
　・現在までの療育や支援の経過
　・現在の生活や将来に向けての本人や保護者の願い
C　関係機関等からの情報
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Step2　 支援目標と支援者を検討する。  〈Plan〉
　実態把握ができたら，特別支援教育コーディネーターが校内委員会を開催する。校内委員
会には，その子の担任も参加する。実態の共通理解シートを使って，その子の姿や課題を共
通理解した上で，その子が生活する中で「障害があるために遭遇する制約や困難を改善・克
服し，豊かな生活を送るために必要なこと」を視点にして支援目標を設定する。さらに，支
援目標に対し，学校，保護者，その他関係機関も含めて，だれがどんな支援ができそうであ
るかを検討し，「個別の教育支援計画（案）」を作成する。次ページに様式例を示すが，各校
の実情等に合わせ，使いやすい形式を工夫してよい。

Step3　 支援会議を開催し，支援者が計画を共通理解し，役割分担をする。  〈Plan・Do〉
 　「個別の教育支援計画（案）」ができたら，特別支援教育コーディネーターが，保護者，支
援を求める人・機関に連絡を取り，支援会議を開催する。
　支援会議の中でその子の実態や支援目標の共通理解をし，それぞれの支援者・機関が具体
的にどのような支援が可能かを検討する。また，支援目標や支援内容を評価し，次の支援の
在り方を検討するために，次回の支援会議をいつごろ持つかの見通しを立てる。
　これらの内容が適切であるか，保護者の確認を受けたものを「個別の教育支援計画」とし
て各支援者，関係機関に配布し，その計画を基にそれぞれの立場からの支援に当たっていく。

支援マップの活用
　

    

　その子が学校以外に出かける所や受けている支援をマップに表すと，現在必要な支援，受
けている支援がひと目で分かり，支援者との連絡を取る時にも便利である。

○○病院

小児科　Ｅ先生
ＯＴ　　Ｆ先生
月に１度受診 ･ 訓練
℡　□□－□□□□

○○小学校

担任　　　Ｂ先生
支援員　　Ｃ先生
養護教諭　Ｄ先生
℡　□□－□□□□

○○児童館

月～金１８時まで
℡　□□－□□□□

祖父母宅

毎週土曜日
℡　□□―□□□□

○○療育センター
　　コーディネーター

　Ｇさん

療育相談
長期休みのレスパイト
℡　□□－□□□□

Ａ男（小１）
父　母　妹

スイミングスクール

毎週　水曜日
℡　□□－□□□□

〈参考〉

関係機関について　 → 共通 ･ 連携編 P.66
個別の教育支援計画の作成例 → 特別支援学校編 P.183
  小中学校編 P.136
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（５）「個別の教育支援計画」の活用と評価　〈Check・Action〉
　作成された個別の教育支援計画に基づき，各支援者・機関が支援を実施していく。学校は，
「個別の指導計画」を作成し，教育的立場からの支援を行う。定期的に支援会議を開催し，支
援目標・内容の評価と改善に当たり，Ｐ－Ｄ－Ｃ－Ａサイクルに基づいて支援を積み重ねて
いくことが重要である。
　また，次の段階での支援に確実につなげていくために，支援会議の日時・参加者・内容，実際
の支援の記録等については，個人ファイルを作成し，記録として蓄積していくことが大切である。

（６）「個別の教育支援計画」による支援の引き継ぎ
　その子について一貫した支援を行っていくために，幼稚園・保育所から小学校（小学部），
小学校（小学部）から中学校（中学部），中学校（中学部）から高等学校（高等部），高等学校（高
等部）から卒業後という，移行期の引き継ぎが重要になる。
　小学校（小学部）への入学に当たっては，就学までの療育の情報や幼稚園，保育所での生活
の様子を伝えてもらい，学校での支援体制作りの参考にする。また，中学校（中学部），高等
学校（高等部）への進学に当たっては，特別支援教育コーディネーターを中心に双方の学校が
集まって支援会議を行い，その子についての情報，それまでの支援の経過を確実に伝え，支
援をつなげていくことが大切である。就労時には個別の移行支援計画を作成し，卒業後にも
支援が継続されるよう配慮する。

Plan（計画）
１　実態・ニーズの把握〈Step １〉 

（１） 基本的な児童生徒の実態を把握する。
（２） 本人・保護者の願いや悩みを把握する。
２　実態に応じた支援目標の設定〈Step ２〉

（１） 将来像を設定する。
（２） 必要とされる教育的支援目標を設定する。
３　具体的な支援内容・支援者・支援機関の明確化〈Step 3〉

（１） 生活全般にわたり，具体的な支援者，支援機関を定める。

Action（改善）
６　支援目標と支援内容の改善 

（１）うまく機能していない場合，必    
　　  要がなくなった支援については
　　  異なる支援方法を検討する。

（２）新たに必要な支援目標・内容は
　　  ないか検討する。

（３）次回評価時期の検討

Do（実践）
４　「個別の教育支援計画」に基づいた，生活全般にわたる
　支援の実施

（１） 学校における教育活動の実施
　　・「個別の指導計画」を作成し，それに基づいた指導を
　　　行う。

（２） 家庭生活・地域生活に対する支援
（３） 関連諸機関との連携
　　・一人一人のニーズに応じた医療・福祉・労働等との連
　　　携を図る。
　　・情報やサービスを，本人及び保護者に提供する。

Check （評価）
５　支援目標と支援内容の評価

（１）教育的な支援の目標設定及び支
　　  援内容は適切だったか評価する。

（２）支援機関との連携は円滑であっ
　　 たか評価する。

 支援のＰ−Ｄ−Ｃ−Ａサイクル 

個別の移行支援計画　→　特別支援学校編	 P.9
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２　各学校における支援体制の構築
（１）校内支援体制づくり

　特別な教育的ニーズのある児童生徒への対応については，担任一人ではなく，全校職員の
協力体制の中で，児童生徒の支援に当たることが何より大切である。そのためには，校内委
員会を校務分掌に明確に位置付け，話し合った内容を全職員で共通理解をして対応すること
が重要である。

①　校内委員会とは
　校内委員会は，特別な教育的ニーズのある児童生徒を早期に把握し，具体的な支援の在
り方や保護者・関係機関との連携を検討するための中心となる組織である。

②　校内委員会の設置
　特別支援教育の推進に当たって，学校長は，校内委員会を校務分掌に明確に位置付け，
特別支援教育コーディネーターを指名する。設置に際しては，関係専門機関とも連携しな
がら多様な角度から児童生徒への支援を検討できるように，各学校の実情に合わせて機能
的な組織にしていくようにする。

【校内委員会構成メンバーの例】（各校の実情に合わせて構成）

③　校内委員会の役割
　校内委員会では，特別支援教育コーディネーターが中心となって
年間の運営計画を立て，次のようなことを行う。
ア　実態把握と「個別の指導計画」の作成
・　校内の気になる児童生徒の様子や支援の現状について
　情報収集をし，実態把握をする。
・　担任が行う児童生徒の実態把握，「個別の指導計画」の作成・実施・評価・
　改善に，協力・支援を行う。

イ　小委員会（支援チーム）の設置と支援会議の実施
　当該児童生徒に関係する支援者で必要に応じて小委員会（少人数の支援チーム）を作
り，児童生徒の支援の在り方や支援者の役割などを検討する支援会議を行う。
　この小委員会（支援チーム）は，当該児童生徒に関係することの多い職員に絞って弾
力的に組織する。緊急な対応や頻繁な検討ができるようにする。

◎　特別支援教育コーディネーター………………… 総合的な支援の調整・まとめ役
○　校長………………………………………………… 学校運営の責任者
○　教頭・教務主任…………………………………… 渉外・時間割など学校運営の調整役
○　学年主任…………………………………………… 学年の調整役，児童生徒の実態把握
○　学級担任…………………………………………… 当該児童生徒の直接的支援者
○　養護教諭…………………………………………… 保健・健康関係の支援者
○　特別支援学級担任………………………………… 児童生徒理解の支援者
○　その他，校内外の関係者（生徒指導，教育相談，進路指導，アドバイザーなど）
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【小委員会（支援チーム）の構成メンバー例】

ウ　校内研修の充実
　校内の実情に応じて，特別支援教育を進める上での課題を整理し，発達障害等のある児
童生徒の支援方法について職員間で共通理解を図るために校内研修を実施する。
　また，職員会議で定期的に「児童生徒理解の時間」などをとり，具体的に児童生徒の事
例検討を行うことも有効である。

エ　関係機関，保護者との連携
・　専門機関からの支援を得るために，校内委員会での話し合い
　を基に，教頭や特別支援教育コーディネーターが関係機関との
　連絡・調整を行う。
・　児童生徒を支援する上で，保護者の理解と協力は欠かせない
　ものである。保護者と情報を共有しながら児童生徒の支援に取
　り組むとともに，保護者の支援も行うことが重要である。

＜小学校・中学校・高等学校校内支援体制イメージ図＞

特別支援教育コーディネーター，特別支援学級担任，通常の学級の担任，学年主任，養
護教諭など

校内委員会

小学校・中学校・高等学校

・実態の把握
・個別の指導計画の作成・実施・評価・
　改善
・支援会議の実施（校内）
・担任・学年会との連携
・教科担任・他の分掌との連携

特別支援教育コーディネーター

支援チーム

保護者

児童生徒

支援チーム

児童生徒

連携
支援会議

連携
支援会議

相
談
支
援

関係機関
・特別支援学校
・教育委員会
・総合教育センター
・医療機関
・児童相談所
・障害者総合支援センター
・ハローワークなど
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（２）特別支援教育コーディネーターの役割
　特別支援教育コーディネーターは，児童生徒への支援が一貫して効果的に行われるように，
学校内外の関係者との連絡調整，保護者の相談窓口，担任への支援など，総合的な支援の調
整役を担う。
　具体的には，特別支援教育コーディネーターは，次のような仕事を行う。

①　校内の連絡調整
　特別な教育的支援を必要としている児童生徒について，担任と相談するとともに，生徒
指導や教育相談，校内就学指導，不登校対策などの分掌や委員会と連携して児童生徒の支
援ができるよう校内の連絡調整を行う。

②　児童生徒の実態把握
　年度始めに，担任や学年会とともに，学習面や行動面で気になる児童生徒についての実
態把握や整理を行う。また，児童生徒の指導や支援について担任の相談を受けたり，校内
支援体制につなげたりしていく。

③　支援会議の招集・「個別の指導計画」作成の推進・援助
　特別な支援が必要と考えられる児童生徒について，校内委員会や小委員会（支援チーム）
を招集して校内支援会議を開く。支援会議では，児童生徒の現状と課題を明確にし，支援
の方針や具体的な支援内容を検討し「個別の指導計画」作成につなげる。さらに，会議の
内容は職員会議等で報告し，全職員の共通理解を図るようにする。

④　校内研修の企画
　特別支援教育に関する職員の要望を聞き，他の係と分担・協力して
具体的な支援に生かせるような校内研修を企画・実施する。

⑤　保護者の相談窓口
　保護者は，担任や家族にも話せないような深刻な悩みを抱えていることがある。そのよ
うな場合に，特別支援教育コーディネーターは，保護者の相談窓口として，保護者の気持
ちを受容的，共感的に受け止めることが大切である。そして保護者と相談しながら対応策
を考え，児童生徒を支援するとともに保護者を支援していくことが重要である。

⑥　関係機関との連携のための窓口
　必要に応じて特別支援学校のセンター的機能を活用するほか，福祉・医療・労働など関
係機関からの支援を得るための連絡調整を行う（支援会議の開催）。

特別支援学校の特別支援教育コーディネーターの役割

　特別支援学校の特別支援教育コーディネーターは，上記の役割に加えて，次のよう
な役割を担っている。
　○　地域の幼稚園・保育所，小・中・高等学校への支援
　○　地域の特別支援教育の核として関係機関との密接な連絡調整
　実際には，特別支援学校では，これらの役割を特別支援教育コーディネーターや教
育相談担当者などが分担して行っている。
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３　特別支援学校のセンター的機能
（１）特別支援学校のセンター的機能

　特別支援学校は，地域の特別支援教育の推進についてセンター的機能を担っており，自校
の子どもを支援するとともに，地域の幼稚園・保育所，小・中学校，高等学校等の要請に応
じて様々な形で支援を行っている。センター的機能の具体的内容は，以下のとおりである。

①　幼稚園・保育所，小・中学校，高等学校等の教員への支援
　特別支援学校の教育相談担当者は，地域の幼稚園・保育所，小・中・高等学校等の要請
に応じて訪問するなどして，特別支援教育にかかわる具体的な相談や校内体制づくり等に
関する支援を行う。
　また，これまで特別支援学校が「個別の指導計画」や「個別の教育支援計画」を作成し
てきた経験を生かし，その知識や方法を，幼稚園・保育所，小・中・高等学校等の教員に
伝えたり助言したりして支援する。

②　特別支援教育等に関する相談・情報提供
　特別支援学校は，要請により，地域の幼稚園・保育所，小・中学校，高等学校等に在籍
する幼児児童生徒や保護者に対して教育相談を行ったり，情報提供したりする。中でも，
期待が大きいのは，就学相談，障害のある子どもや，不登校・集団不適応を起こしている
子どもの実態や特性の把握及びその教育や対応，療育に関する相談，卒業後の進路・就労
に関する相談，その他の相談などが挙げられる。
　なお，教育相談の実施に当たっては，保護者の了解を得て，当該の幼稚園・保育所，小・
中・高等学校等と十分な連携を行うことが必要である。

③　障害のある幼児児童生徒への指導・支援
　幼稚園・保育園，小・中学校，高等学校と，十分連携をとりながら教育相談を実施し，
障害のある幼児児童生徒の指導・支援に当たる。
　例えば，読み書きでつまずいている幼児児童生徒で，視知覚に何らかの困難を抱えてい
る場合は，視覚障害特別支援学校の専門性や経験から具体的な指導・助言をすることがで
きる。

④　福祉，医療，労働などの関係機関等との連絡・調整
　特別支援学校には長年にわたって構築してきた福祉，医療，労働等の関係機関との幅広い
ネットワークがある。そのため，小中学校等の多様な支援会議の設定や情報収集をする際な
ど特別支援学校と連携して行うと，関係機関との連絡・調整が円滑にできることが多い。

⑤　幼稚園・保育所，小・中・高等学校等の教員に対する研修協力
　特別支援学校は，特別支援教育や障害のある幼児児童生徒の理解や支援に関する研修や

①　幼稚園・保育所，小・中学校等の教員への支援
②　特別支援教育等に関する相談・情報提供
③　障害のある幼児児童生徒への指導・支援
④　福祉，医療，労働などの関係機関等との連絡・調整
⑤　幼稚園・保育所，小・中学校等の教員に対する研修協力
⑥　障害のある幼児児童生徒への施設設備等の提供
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講習の機会を提供することができる。具体的には，地域の学校と共催で研修会や事例検討
会を企画したり，特別支援学校から研修会の講師を派遣したりすることなどが考えられる。
　また，この中には，市町村の関係各課からの要請に応じたボランティア養成講座や，市
民を対象とした研修の企画・実施への協力なども含まれる。

⑥　障害のある幼児児童生徒への施設設備等の提供
　自校の教育活動とは別の目的で，学校外のスポーツクラブや余暇活動などに施設・設備
を開放するなどのことが挙げられる。また，特別支援学校には，専門的な遊具や教材，器
具などが整っており，それらの貸出しや提供を行うこともできる。さらに，地域への一般
開放を行うことで，障害のある人を含む地域の人々の生涯学習に寄与することもできるの
で特別支援学校と相談して進めたい。

（２）センター的機能が発揮されるために
　特別支援学校がセンター的機能を有効に発揮するためには，校内及び広域的な地域での
様々な体制整備が重要になる。これについては，中央教育審議会答申（平成 17年 12月）「特
別支援教育を推進するための制度の在り方について」の中で，次のような視点から体制整備
の重要性が述べられており，関係機関と連携した取り組みが期待されている。

①　特別支援学校間での適切な連携
②　特別支援学校の管理運営を担う都道府県教育委員会と，小・中学校の管理運営を担う市町村教育委員会と
　の十分な連携
③　小・中学校の特別支援学級と特別支援学校の連携協力
④　福祉・医療・労働などの関係機関等との適切な連携，及びそのための関係行政機関等の相互連携下での地
　域支援の広域的なネットワーク形成
⑤　高い専門性を有する教員の養成・配置
⑥　校長のリーダーシップ（効果的な学校経営と校内組織体制の明確化）

〈参考・引用文献〉　
中央教育審議会（答申）「特別支援教育を推進するための制度の在り方について」（平成 17年 12月）
「小学校新学習指導要領の展開　特別支援教育編」大南英明編著（明治図書）（平成 21年 3月）
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Ａ特別支援学校では，教育相談の現状と課題として以下のようなことが挙げられ，対応を考えた。
○　地域の各小中学校では，教育相談のニーズが年々増え，Ａ特別支援学校の１名の教育相談専任では，要請
に対しての迅速な対応が困難になってきている。
○　高等学校でも特別支援教育コーディネーターが指名された。地域の高等学校でも，特別な教育的ニーズの
ある生徒が増えてきて，相談の要請も多い。
○　来訪・出張相談の対応数が多くなるにつれて，教育相談専任（特別支援教育コーディネーター）職員は，
その仕事に追われて，職員研修等の企画・運営まで手が回らない状況である。
○　地域の学校が抱えている課題に対して，Ａ特別支援学校が迅速で適切な対応ができるように，必要な情報
をさらに収集したり，その地域にあった支援体制を整備したりしていくことが求められている。
○　地域の特別支援教育連携協議会では，地域の小中高等学校の特別支援教育コーディネーターがスタッフと
して参加しており，今後は，支援される側から支援する側への方向転換が可能である。

　　

　　
　そこで，Ａ特別支援学校では，こうした状況から『サテライト構想』を考えた。
　『サテライトセンター』の考え方は，例えば，圏域をさらに細かな学校区のブロックに分け，特別支援学校の
センター的機能をもつような中核的な学校（特別支援教育コーディネーターなど）をサテライトセンターとして
位置付け，力を発揮していただこうというものである。
　サテライトセンターが中心になって，特別支援学校だけでは対応しきれない状況に，地域で自立的に対応して
いこうという考えである。
　現在，その『サテライトセンター』となる人材の発掘・育成を行っている。そのブロックにおいて「研修」や「支
援の相談」，「支援の方策を探る事例研究会」を自主的に開催するなど，自立的な支援体制の整備を進めている。

コラム 特別支援学校のサテライト構想



65

Ⅳ
章

４　関係機関との連携
（１）連携の重要性

　幼児児童生徒が生涯にわたって地域の中で暮らしていくことを考えると，一人一人に応じ
た適切な支援を行うためには，地域の中に本人の生活全体を支援するネットワークをいかに
構築していくかが重要となる。
　保護者も含め，幼児児童生徒にかかわっている地域の支援者，医療関係者など様々な関係
機関が「この子の支援のために集まった仲間」という意識を持ち，一貫した支援方針に沿って，
家庭，地域，学校で同一歩調のチーム支援をしていくことが大切である。

□　支援会議の開催に向けた準備

◇　地域の支援者（機関）を知る
　　特別支援教育コーディネーターは，地域にどんな支援者がいるのか，関係機関があるのか，
可能な限り現場に出向き把握したい。さらに担当者と顔の見える関係づくりを進め，支援
者一人一人の得意な支援の分野・分担を知り，コーディネートに生かしたい。

◇　学校の支援マップを作る
　　地域の連携先すべてを把握しておくことは困難である。地域の特別支援教育コーディネー
ターの連絡会や，特別支援教育の担任者会などの場で情報交換を行い，幼児児童生徒を中
心とした「支援マップ」を作るとよい。

◇　子どもの学校の外での姿を知る
　　保護者に同行して療育場面を参観したり，放課後の学習塾や社会体育，余暇活動の場面
を実際に見たりすることも心がけ，子どもの姿を多角的にとらえていきたい。

◇　学校としてのスタンスを明らかにする
　　「学校ではこんな方針で支援しているが，この部分についてはこの分野の専門家に相談し
たい」等と，相談するスタンスを明らかにして連携を進めたい。

◇　客観的な資料の準備をする
　　聞き取りや観察だけでは幼児児童生徒の実態把握は難しい。連携に先立って心理検査等
に基づいた「基本的な理解力」「認知の特性」などの客観的な資料を準備しておきたい。

◇　支援の方向を相談する
　　支援の方向がはっきりしない時は，特別支援学校や障害者総合支援センターに相談をす
れば，「どこに連絡すればよいのか」ということも含め具体的なアドバイスをもらうことも
できる。

　支援会議などで話題になる内容には，病名や既往歴，家族関係や経済状況などプライバシーにかかわる内容が
あるため，幼児児童生徒の個人情報をどこまで伝えていくかを慎重に判断し，関係機関に伝える際には，事前に
保護者や学校長の承諾を得ることが必要である。
　さらに，関係者間では，守秘義務について確認する資料の紛失による情報の漏洩がないように書類の保管や取
り扱いに注意をすること，必要によってはパソコンで作成した個人情報にかかわるデータを消去したり，会議で
使用した書類を回収したりなど細心の注意を払いたい。
  また，学級担任が医師と懇談を希望する場合は，保護者の同意を得て懇談に同席するのが原則である。医療機
関から情報をもらう場合も，保護者や医師の承諾を得る必要がある。

コラム 個人情報の保護

支援マップ　→　共通連携編　P.55
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（２）小中学校等と連携する主な関係機関

特別支援学校
　特別支援学校では，その専門性を生かし，幼稚園・保育所，小学校・中学校，高等学校等の特
別支援教育についての校内体制づくりへの支援を行っている。幼児児童生徒の理解や指導方法に
関する相談の窓口として，特別支援学校の「教育相談」を利用することができる。

〈主な支援内容〉

障害者総合支援センター
　長野県の 10 の圏域（佐久，上小，諏訪，上伊那，飯伊，木曽，松本，大北，長野，北信）には，
それぞれに中心となる障害者総合支援センターが置かれ，さらに細かなサテライトとなる支援セ
ンターが置かれている場合もある。
　福祉の分野に関する相談の他，療育や就労に向けた相談に応じてもらうことができる。また，
そこから関係する機関（事業所）を紹介される場合も多い。

〈主な支援内容〉

○　支援会議に参加しながら，それぞれの障害に応じた対応の仕方，具体的な支援の方法などについて，本人や　
　保護者，学級担任との相談や提案
○　幼児児童生徒についての行動観察や心理検査などの実施
○　特別支援教育に関し，職員間の共通理解を図るための職員研修会への協力
○　「個別の指導計画」の作成にかかわっての具体的なアドバイス
○　様々な教材・教具，補助具の紹介
○　体験学習の実施

○　障害のあるなしにかかわらず，支援を必要としている幼児児童生徒が安心して地域で生活できるように，幼稚
園・保育所，小中学校等にかかわることや，家庭での生活も含めて様々な相談ができる。

○　相談した内容に基づき，地域の関連機関と連絡・調整しながら具体的な支援の方向を検討し，幼児児童生徒の
実態に応じた支援を受けることができる。

○　療育コーディネーターや生活支援ワーカー，就業支援ワーカーなどの専門職員によって，それぞれのケースに
応じてより適切な支援を受けることができる。

　〔療育コーディネーター〕
  　・幼保小中高等学校などや家庭での生活についての幅広い相談
  　・学校や医療機関などの関係機関との連絡・調整，保健・福祉サービスの利用についてのアドバイス
　〔生活支援ワーカー〕
  　・生活習慣や健康管理など日常生活にかかわることや生活設計に関するアドバイス
　〔就業支援ワーカー〕
  　・関係機関と連携し，就労に向けた準備，求職活動，職場定着に関する支援
○　その他の事業の例
　〔移動支援〕
  　・一人での外出が困難な場合，買い物や余暇にかかわる外出等に付き添う支援
　〔福祉有償運送〕
  　・円滑に外出できるようにするための移動支援
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医療機関
〈主な支援内容〉

自閉症・発達障害支援センター（長野県精神保健福祉センター内）中南信出張所（子ども病院内）に設置
（平成 21年度現在）

〈主な支援内容〉

その他の関係機関（平成 21年度現在）

○　幼児児童生徒の障害や実態に応じて，医療面からの専門的なアドバイスを受けることができる。
○　医療機関では心理療法や作業療法が行われることもあり，その方法や考え方から生活
や学習面での支援の在り　方を考えていく手がかりを得ることができる。
○　自立活動におけるリハビリテーション専門職との連携（平成 21年度現在）
　〔ＯＴ（Occupational Therapist　作業療法士）〕

・身体や精神に障害のある人に対して主体的な生活ができるよう，諸機能の回復・維持及び開発を促す作業活
動（手工芸や日常生活動作などを用いた活動）を用いて治療・指導・援助を行う。

・落ち着きがない，触れられることや大きな音が苦手，痛みを感じにくい，歩き方がぎこちない，不器用など
の困難さについて支援のヒントが得られる。

　〔ＰＴ（Physical Therapist　理学療法士）〕
・基本的動作能力の回復を図るために，治療体操その他の運動訓練や指導をしたり，マッサージなどの刺激を

与えたりする。
・歩き方や移動の仕方などの困難さについて，体の動かし方やかかわり方についてヒントが得られる。

　〔ＳＴ（Speech Therapist　言語聴覚士）〕
・音声，構音，言語，聴覚機能の状態の検査や，それらを基にした訓練や指導を行う。
・会話が聞き取りにくい，思うように話せない，なかなか言葉を覚えない，文字の読み間違いがあるなどの困

難さについて支援のヒントが得られる。

○　自閉症をはじめとする発達障害の療育相談や，研修・普及啓発活動を実施している。
○　理解や支援が得られるよう，県内のどこの地域でも関係機関と連携を図りながら支援活動を行っている。
　（相談は電話による予約制）

〔教育関係機関〕
　・長野県教育委員会（特別支援教育課）　　　・市町村教育委員会　　　・教育事務所
　・長野県総合教育センター（生徒指導・特別支援教育部）　等
〔就労関係機関〕
　・ハローワーク　　・障害者就業・生活支援センター　　・長野障害者職業センター　等
〔社会福祉機関〕
　・市町村福祉課（子ども課等）　　　　・児童相談所　　・保健福祉事務所
　・社会福祉協議会（各市町村）　等
〔その他の社会福祉施設〕
　・障害福祉サービス事業所（自立訓練，就労移行支援，児童デイサービス，ケアホーム等）
　・旧法施設（入所授産施設，通所授産施設，入所更正施設，通所更正施設　等）    ・児童館
〔その他〕
　・習い事　　・学習塾　　・社会体育　等
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（３）福祉関係機関との連携（手帳制度など）
　幼児児童生徒が種々の福祉サービスを受ける際，手帳制度を利用する場合がある。
　この手帳には，身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳があり，それぞれ障
害の程度により幾つかの等級に分けられている。
　手帳を取得すると，その等級によって国や地方自治体が定める福祉制度（特別児童扶養手
当の支給等），交通機関（電車，バス，飛行機など）運賃の割引等，様々な福祉施策を利用す
ることができる。
　手帳の取得にあたっては保護者の心情に十分配慮し，福祉関係機関と相談しながら進めて
いく必要がある。

手帳の種類（参考）平成 21年度現在

〈参考文献〉　
長野県公式 HP　社会部障害福祉課　「障害者自立支援のしおり」（平成 21年度版）

 ①　身体障害者手帳

内　　容
身体障害者手帳は，身体に障害のある方が，様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。な
お，身体障害者福祉法による援護以外にも，電車，バス，飛行機などの交通機関を割引で利用する
場合等にも利用できます。手帳は，障害の程度によって，１級～６級までに区分されます。

交付対象
視覚，聴覚，平衡機能，音声機能，言語機能，そしゃく機能の障害者，肢体不自由者（上肢，下肢，
体幹機能，乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能の障害者），心臓機能，じん臓機能，
呼吸器機能，ぼうこう又は直腸機能，小腸機能，免疫機能に永続する障害がある。

窓　　口 市福祉事務所，町村障害福祉担当課

手 続 き 交付申請書，指定医師による診断書・意見書，写真（縦４cm ×横３cm 正面脱帽）を窓口に提出します。

②　療育手帳

内　　容

療育手帳は，知的障害者が一貫した療育・援助を受け，この手帳を取得したことにより様々な福祉
施策を受けやすくすることを目的としたものです。なお，知的障害者福祉法による援護以外にも，
電車，バス，飛行機（国内線に限る）などの交通機関を割引料金で利用する場合等にも利用できます。
障害の程度によって，Ａ１，Ａ２，Ｂ１，Ｂ２に区分されます。

交付対象 児童相談所又は知的障害者更生相談所で知的障害と判定された者

窓　　口 児童相談所，知的障害者更生相談所，市町村障害福祉担当課

手 続 き 交付申請書，写真（縦４cm ×横３cm 正面脱帽）を窓口に提出します。

 ③　精神障害者保健福祉手帳

内　　容
精神障害者保健福祉手帳は，一定の精神障害を持つ方が様々な福祉的施策を受けやすくなることを
目的としたものです。障害の程度によって，１級，２級，３級に区分されます。

交付対象
精神疾患を有する者（知的障害者を除く）のうち，精神障害のために長期にわたり日常生活又は社
会生活への制約がある者

窓　　口 市町村

手 続 き
申請書，医師の診断書又は精神障害を支給事由とする年金証書の写し等，写真（縦 4cm ×横 3cm
正面脱帽）を窓口に提出します。
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（４）支援会議の実際
　支援会議は，幼児児童生徒の特別な教育的ニーズに対して，保護者や学級担任等の開催要
請に基づき，関係者（保護者，学校関係者，関係機関等）が一堂に会し協議する場である。
　この会議では，個別の教育支援計画や個別の指導計画をもとに，現状や支援の状況を共通
認識し，参加者が同じ目線に立ってそれぞれの立場から意見を出し合いながら，支援目標を
設定して，支援が可能なこと・困難なことを検討・調整・分担し，より具体的な対応策を要
請者に提示したい。
　また，支援会議は一度の会議で終わらせず一定期間をおいて再び支援会議を開き，支援の
評価・見直しを行い，再度支援計画を作成していくことが重要である。（PDCA サイクル）

支援会議の手順（例）
①　支援会議を要請する前に

　まず校内委員会等で相談をし，支援会議開催の必要性の有無について検討する。このとき管理職への相談・
報告も忘れずに行う。

〈支援会議開催の必要性が認められたら〉

②　要請内容の確認
　特別支援教育コーディネーターが，要請者（保護者や学級担任等）に支援会議での要請内容（課題）を確認し，
会議の柱（主訴）を絞り込む。この時，要請者の思いに十分耳を傾けることを大切にしたい。
　いくつも課題がある場合には，優先順位をつけ２～３に絞り込み，「支援会議提案シート」の【要請内容の概要】
欄に記入する。

③　支援会議参加者のリストアップと要請者への確認
　要請に応えてほしい支援会議参加者を，特別支援教育コーディネーターが「個別の教育支援計画」や「支援マッ
プ」を基にリストアップし，要請者に確認の上「支援会議提案シート」の【参加予定者】欄に記入する。

　　　〈支援会議が２回目以降の場合等〉　　　　　  　　　　　　　〈初めての支援会議の場合等〉

④　「支援会議提案シート」の送付と提案記
　入後の回収

　「支援会議提案シート」を，参加予定者
に送付し，【要請に対する支援会議参加者
の提案の概要】の欄に提案を記入しても
らい，会議期日前までに返送してもらう。

⑤　「支援会議提案シート」の提案内容の　
　まとめ

　回収した各参加予定者の提案を，１枚
の「支援会議提案シート」にまとめる。

○　実態の共通理解のために
　参加予定者のもつ該当幼児児童生徒の情報が不十分な場
合は，「支援会議提案シート」とともにプレ支援シートを
送付し，事前に実態を把握した上で提案を記入してもらう
とよい。
　「実態の共通理解シート」や「個別の指導計画」，「個別
の教育支援計画」を用いてもよい。

会議の前に共通理解しておきたい情報
・本人，保護者の願いや希望
・家族構成，生育歴
・障害の様子，学習・生活の様子，対人関係
・これまで課題に対して取り組んできたこと
・今後学校として取り組んでいきたい方向　 等
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⑧　支援会議開催
　　司会は特別支援教育コーディネーターが行い，議事を進める。
　　（ア）要請者の主訴説明
　　（イ）各参加者の提案概要の説明（必要があれば調整案の提示）
　　（ウ）審議（支援方針・内容の検討・調整・分担）　等

　ここに示した手順は効果的な支援会議開催のための一例である。しかし，要請内容の緊急度が
高く，早期に会議を開催する必要がある場合等は，この手順によらず，③で参加者をリストアッ
プした後，⑦の日時の調整を行い，⑧の支援会議開催となる場合（　　）も考えられる。

⑥　要請者と提案内容の確認
　特別支援教育コーディネーターは提案をまとめた「支援会議提案シート」を用いて，要請内容に対する各参
加予定者の提案が要請内容に合致しているか，さらに提案の調整・修正のため関係者を招集しての支援会議開
催の必要があるかどうか，要請者と打合せをする。

〈支援会議開催が必要な場合〉　　　　　　　　　　　　　　〈支援会議開催が不要な場合〉

⑦　関係者への支援打合せ
　 「支援会議の記録シート」に，決定事項，もし
くは調整した支援の方向を明記し各参加予定者に
送付，電話・メール等で確認し，今後の支援の打
合せを行う。

⑦　支援会議日時の連絡・調整
　　参加予定者と会議日時を連絡・調整し，会議の
　準備をする。その際，司会者は各参加予定者の　
提案について検討し，調整案，調整の材料をもっ　
て臨む。

⑩　記録の累積

派遣申請が必要な機関への派遣依頼
　関係職員の参加依頼には，所属長へ派遣
申請の提出が必要な場合がある。確認して
必要な場合には，作成・送付する。

会議のポイント
　・記録者を設定する。
　・終了時刻を示す等会議時間の設定に配慮し，長時間の話し合いは避ける。
　・１回の話し合いだけで結論を急がず，一定の方向性を示していく。
　・他機関の批判はしない。
　・自分の支援可能なことを持ち寄って，建設的な話し合いをする。
　・守秘義務，資料の廃棄方法についての確認をする。　等

⑨　支援会議の記録
　「支援会議の記録シート」に会議の概要をまとめ，支援会議の決定事項や調整事項を明記し，（可能なら会議
当日）要請者に署名を求め，各参加者にコピーし配付する。

⑩　記録の累積
　　この記録は，「個別の教育支援計画」とともにファイリングして次回に活かしていく。
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〔○○部　○年　○組　○○生〕支援会議提案シート

【要請者】 保護者（母） 【依頼期日】平成○○年　○月○日

【要請内容の概要（優先順位）】
　①　春の現場実習で，本生が興味関心をもって取り組めるような具体的な作業種の検
　　討と実習日課の検討
　②　学校生活から現場実習先への送迎方法，また，夕方家庭へ戻ってからの余暇活動
　　も含めた過ごし方について検討

【要請者の願い】

【要請に対する支援会議参加者の提案の概要】

【担任の提案の概要】

○　まず本人が，作業所に通うという日課が分かり，安定し，
○　送迎方法や帰宅後の夕方の生活の仕方も具体的にしてほし

【参加予定者】
○○支援センター   支援員○○さん

〔資料〕　「支援会議提案シート」（例）

【参加予定者】
○○デイサー
ビス

①　学校生活を，写真等の視覚支援カードを用いて作業所の日課にし，慣れておく。
②　卒業後の作業所への通勤を見通し，福祉バスを利用したい。

【要請内容の概要】，【要請者
の願い】，【担任の提案の概要】
の欄に記入します。

回収した提案の概要をまと
め，提案シートを作成します。

支援会議参加者は例

参加予定者へ送付し，【要請
に対する支援会議参加予定者
の提案の概要】欄に提案を記
入し，会議までに返送してい
ただくよう依頼します。

【参加予定者】
○○作業所　指導員○○さん

【参加予定者】
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支援会議の記録シート

【日時】　○○年　○月　○日（○）　　　○時○○分　　～　　○時○○分

【会場】　於　本校　会議室

【参加者】　デイサービス指導員　　支援センター支援員　　作業所指導員
　　　　　保護者　　学校担任　　特別支援教育コーディネーター

【主訴】
①　春の現場実習で，本生が興味・関心をもって取り組め
　るような具体的な作業種の検討と実習日課の検討
②　学校生活から現場実習先への送迎方法，余暇利用につ
　いての検討

【記録】
※協議内容を具体的に記録する。

①　………………

②　………………

【決定事項】
①　学校：実習に合わせた日課に慣れるように２週間前から学校生活の流れを変更していく。
　　　　　写真カードを用いて，活動の見通しが持てるようにしておく。
　　○○作業所：事前に学校での作業の様子を参観して，有効な支援情報を収集しておく。
②　○○支援センター：朝の送迎は，福祉バスを依頼しておく。　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　作業所からの帰宅は，水曜日は，タイムケア「○○」へ送る。

【要請者署名】○○○○ 【次回の予定】 　○月　○日（○）

〔資料〕　「支援会議の記録シート」（例）

特別支援教育コーディネー
ターが司会をします。

重点となる支援，支援方針を
協議します。

支援方針に基づいて，参加者
からの支援内容提案の説明や，
役割分担，スケジュールや留
意点について話し合います。

支援の方針，支援内容（誰が，
何を，いつまでに等）を要請
者と確認し，了解を得ます。
次回の会議期日を確認します。

資料をもとに要請者（担任）
が主訴を説明します。

説明をもとに，質疑応答を行い，
現状について共通理解します。
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　ある圏域の「地域障害福祉自立支援協議会」の連携の具体を紹介する。この協議会は，「市町村事務担当者部会」
「在宅支援部会」「日中活動支援部会」「療育部会」「就労支援部会」の５つの部会で構成されている。障害者支援
について何らかの課題があれば，各部会で同じ課題を同方向で話し合い，情報交換することで，支援の差をなく
し，圏域の障害者支援をスムーズに行えるようにしている。また，この圏域の特別支援学校は，この中の「療育
部会」に代表者が参加し，地域の行政・福祉・医療等の支援関係機関と横並びで，障害のある児童生徒にとって
よりよい支援環境を整えようと取り組んでいる。

コラム 各市町村行政，医療，福祉等支援関係機関との連携の実際

〔資料〕　「支援会議メンバーの派遣申請」（例）
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５　一人一人の特別な教育的ニーズに応じた就学相談
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（１）就学相談の基本的立場

　就学相談は，「その子の障害の状態，発達段階及び特性等に応じてよりよい環境を整えるこ
とで，可能性を最大限に伸ばし，主体的に社会参加しようとする姿を
育てること」をねらいとして，行なわれる。
　そこで，就学相談は，「その子の教育的ニーズを見極めて最もふさ
わしい教育を見出す」「適切な就学の場の判断を行なう」という２つ
の大きな役割を担う。
　そのため，早期から相談・支援を積み重ねることが大事になってく
る。保護者も含めて十分に相談を行い，その結果として就学先が判断
されていくようにしたい。

（２）それぞれのライフステージにおける就学相談　　

①　支援開始時期からの相談・支援　～乳幼児期から幼稚園・保育所へ～
　この時期の相談は，乳幼児健診や幼稚園・保育所において， 
保護者と関係者が，子どもの様子を共有するところから始まる。
　相談・支援を行なう関係者は，直接，子どもの様子を観察し，
かかわり，保護者や保育士からも聞き取りをする中で，その子の
状態を把握する。そこでは，保護者もできるだけ同席し，ともに，
その子の様子を見，情報を聞き，その子の立場に立って話し合う
ことが大切である。また，必要に応じて，より多角的，客観的に
つかむことができる発達検査等を行っての情報提供を行うことも考えられる。子どもの姿
を共有することをきっかけとして，保護者が，我が子の特徴や必要な支援について気づき，
理解することにつながる。
　しかし，保護者が，我が子について特別な支援の必要な子であることに気づいていく過
程では，大きな不安やショックが伴う。そこで，関係者は，保護者の抱えている不安や思
いを充分に受け止め，寄り添いながら相談を重ねることが大切になる。

②　就学相談・支援へ　～幼稚園・保育所から小学校入学まで～
　早期からの相談を，就学相談へつなげるには，医療・保健・福祉（療育コーディネーター等）
等の関係機関との連携を，教育（市町村教育委員会や，該当の小学校，特別支援学校の特
別支援教育コーディネーター）との連携に拡げていくことが大切になる。また，この時期
から相談チームが形成されていることも効果的である。中心となる支援者は，地域の実情，
保護者の心情等を考慮しながら，関係者の十分な理解が得られるようにする。
　

③　就学相談・支援　～小学校入学後～
　小学校は，校内就学相談（指導）委員会（以下 , 就学相談委員会と言う）や校内委員会を
整備し，就学後においても保護者との信頼関係を保ちながら，相談を継続して行なえるよ
うにする。
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（3）情報収集と情報提供

①　総合的な情報の収集と活用
　教育上，特別な支援を必要とする児童生徒について，支援を行う場の決定や内容の決め
だしなどが，総合的かつ慎重に行われるためには，教育学，医学，心理学等の観点からの
情報収集が不可欠である。相談に当たる関係者間で収集した情報を共有する際は，基本的
には，保護者の同意を得てから行うように配慮する。

②　適切な就学判断を行うために必要な情報

③　保護者への情報提供と教育相談
　適切な就学が行われるには，保護者に的確な情報を提供することが大切である。情報提
供を行うに当たっては，その子の実態把握を十分に行った上で，まずは，保護者の悩みや
葛藤を共感的に受け止める。その上で，相談担当者は，幅広い知識や経験を基に，子ども
の能力を最大限伸長させるために，どのような場でどのような教育的支援ができそうかと
いうように，具体的な例を保護者が選択しやすいように提示する。

（4）就学相談委員会の機能と役割

①　校内就学相談委員会
ア　特別支援学級に在籍または通級指導教室対象の児童生徒について
　既に入級，通級をしている児童生徒の学校への適応状態や，障害の状態の改善などの
様子を的確に把握し，状態に応じて，弾力的かつ機動的に適切な支援内容や方法の変更
や対応を検討する。
　特に，定期的に支援方法の見直しを行うとともに，小学校６年生の早いうちに小学校
卒業後に向け，移行支援も含めた相談の機会を設け，就学の場の判断については，市町
村就学相談委員会の再判断を仰ぐことが望ましい。

イ　就学後，新たに特別な支援が必要とされた児童生徒について
　校内委員会と連携しながら，より適切な支援内容を検討する。就学の場を判断するに
当たっては，市町村教育委員会が設置する就学相談委員会の意見を仰ぐことが望ましい。

②　市町村就学相談委員会
　就学相談は，市町村が行うべき自治事務であり，それぞれ市町村の教育委員会が就学相談
委員会を設置し，調査・相談を行っている。
　また，学校教育法施行令第 18条の２（平成 19年４月）において，障害のある児童生徒の
就学先の決定に際して，保護者からの意見聴取が義務づけられた。市町村就学相談委員会は，
専門家（教育学，医学，心理学，その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識
を有する者）の意見に，保護者からの意見を加え，適切な就学について総合的に判断を行う。

児童生徒にかかわること 家族にかかわること

・生育歴（胎児期・出産時の状態，

乳児期・幼児期・児童期の成長の様子等）

・受診歴（診断・検査結果等）

・心理検査の結果

・行動観察

・家族構成

・父母の教育的関心

・家庭状況（親子関係，兄弟関係　等）
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③　県就学相談委員会
　県は，専門的立場から調査・相談を行う機関として「長野県就学相談委員会」を設置し
ている。市町村の就学相談委員会で判断が困難な場合には，所轄教育事務所経由で県教育
委員会へ就学相談を依頼する。

（５）就学基準と就学相談の進め方（年間計画の作成）
　就学相談に関係する支援者は，就学基準や手続きに関する年間予定などの情報を理解した
上で，就学相談を進めることが必要である。

　　　　
（６）これからの就学相談の在り方

　今回，幼稚園だけでなく保育所についても，保育所保育指針（平成 21年４月）により，障
害のある子どもに対しては，支援のための計画を個別に作成して支援するなど，適切な対応
を図るようにすることが示された。
　また，障害のある幼児にかかわっては，「特別支援教育の更なる充実に向けて　― 特別支援
教育の推進に関する調査研究協力者会議 ―」（審議の中間取りまとめ）（平成 21年２月）で，「就
学前の段階から義務教育への移行期（就学移行期）においては，市町村教育委員会が中心とな
って，就学移行期の個別の教育支援計画を作成・活用し，それを就学後または就学先の学校
へ引き継いでいくことが適当である」と方向が示されている。
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【資料】特別支援学校就学基準と特別支援学級，通級による指導の対象者の基準
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６　支援をつなぐ連携を目指して
　　　～就学前から小学校へ，小学校から中学校へ，中学校から高等学校等へ～
　
（１）幼稚園・保育所から小学校への就学

①　幼稚園・保育所と小学校の連携
⃝　特別支援学級担任や特別支援教育コーディネーターは，保育所訪問と情報交換支援の
　必要な子どもに十分な配慮ができるよう，早い段階からていねいに対応をしていく。

⃝　校内の来入児係と特別支援教育係の協力（役割分担）
　　来入児係は事務的な手続きを進めることが主であり，発達に関する支援についての個
　別的な対応は特別支援教育関係の係が専門性をもって担う方がよい。学級編制を行う上
　で配慮する点もある場合が考えられるため，係間の連携は必要である。幼稚園・保育所
　に対して学校の窓口が２つになるが，その役割分担をはっきりと伝えておけば問題はない。
⃝　市町村就学相談 ( 指導 ) 委員会や保育所への巡回支援チームとの連携
　　調査員や委員は継続的な観察をしていたり，保護者との面談を行っていたりするので，
　必要であれば参考意見をもらう。
⃝　年間複数回の訪問・連絡会
　　幼児の発達は少しの期間で大きな伸びが見られること
　がある。実態把握のために十分な回数の訪問を行い，就
　学後の配慮点などに見通しをもつことが大切である。

②　来入児の保護者と小学校との連携
⃝　特別支援教育コーディネーター等が中心となって，保護者と面接（教育相談を含む） 
　の機会を設け，スムーズな移行ができるように配慮する。
⃝　体験入学や学校行事，授業参観等の機会を案内し，学校教育における特別支援教育の
　実際を見てもらい，就学後に受けられる具体的な支援について見通しがもてるようにする。

③　支援に必要な情報の受け渡しのポイント（幼稚園・保育所から小学校）
⃝　指導経過・支援内容などを記載した「プレ支援シート」や保育所の指導資料を活用する。
　　保護者の理解を得て，「プレ支援シート」の作成を保育所に依頼し，支援情報を共有 
　する。また，保育所保育指針に沿って作成される個別の計画も貴重な資料となるので， 
　保護者の理解を得て，引き継げるように保育所に依頼するとよい。
　　関係する職員の異動があっても情報がきちんと伝わるよう，来入児係を通して新担任
　に手渡す。教育相談等で扱われた保護者の希望についても，資料として引き継ぎができ
　るようにする。

（２）小学校から中学校 (中学部 ) への進学
①　適切な就学を実現するための準備

⃝　小学校と中学校または中学部 ( 以下，中学校 ) の特別支援教育コーディネーター同士

〈情報交換のポイント〉
・ 園の生活が少し落ち着いたころ（５月前後）に，挨拶もかねて第 1回目の訪問をする。
・ 現時点で特別な配慮を要する子どもについて様子を伝えてもらい，その子の特性や実施されている支援内容
　について話を聞く。
・ 必要に応じて特別支援教育コーディネーター等の係が子どもへの支援の在り方について相談に応じる。
・ 進学に対する保護者の不安や悩みに対して，小学校が相談の窓口を用意していることを伝える。
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　が情報交換をするなかで，中学校で工夫できる支援・配慮を
　検討する。
⃝　小中連絡会の内容に位置付ける。
⃝　小学校の就学相談の場で，保護者に小学校と中学校の支援
　が連続的に実施されることを伝える場を設ける。
⃝　中学校の学校参観や体験入学について案内・調整をしていく。
⃝　中学校でも体験入学や参観後に教育相談を実施し，保護者
　や児童が具体的に中学校の生活に見通しをもって進学できるようにする。

②　発達の遅れ，アンバランスが疑われる児童への支援
⃝　小学校の通常の学級において，知的発達が境界線域であったり，発達障害が疑われた
　りする児童が担任の配慮により何とか学習に取り組めている例は多い。そのような場合，
　要支援という形で詳細な指導情報を中学校へ引き継ぐ必要があ
　るかどうかの判断に迷うことも多いため，指導情報が引き継が
　れないケースもある。しかし，その児童らが中学校へ入学する
　と支援や配慮が不要になるということは考えにくく，中学校生
　活での困難が予想される。このような児童についても「プレ支
　援シート」を作成するなどして，中学校への支援の移行を配慮
　する。

③　支援に必要な情報の受け渡しのポイント
⃝　保護者の了解を得て，小学校で作成した「個別の指導計画」やその中から特に必要な
　支援の情報をまとめた「プレ支援シート」などの資料を中学校へ引き継ぐ。中学校入学後，
　一学期半ばの５月下旬～６月上旬に，小・中学校の学級担任や保護者を交えて支援会議
　を開くことで，新しい環境の中で発生したつまずきについて対応のヒントが得られるこ
　とがある。

（３）中学校から高等学校等への進学
①　適切な就学を実現するための準備　─「学習の遅れ」や「集団不適応」への配慮点 ─
⃝　学習の遅れは，知的発達の遅れによるもの，学習障害によるもの，生活環境によるも
　のなどがあり，これらが複合している場合や見極めが難しい場合がある。学習面のつま
　ずきが気になる生徒がいたら，できるだけ早い時期にWISC －Ⅲ等の知能検査等で多角
　的にアセスメントを実施する。高等学校での学校生活では，正しい自己
　理解によって学習法を知ることと，周囲から適切な支援を得ることが不
　可欠になる。自己理解については中学校の進路指導の段階から扱うこと
　や，周囲の支援の工夫について高等学校へ引き継ぐことが望ましい。
⃝　集団不適応については，高校へ進学して改善される場合もあるし，中

　次の段階への移行場面で，これまでの安定した環境（人・もの・活動など）が大きく変わることにより緊張や
混乱を伴ったスタートになることがあります。進路先の段階でのつまずきをできるだけ取り除き，本人のよさが
発揮できるようにするため，必要な支援を確実に引き継ぐためのツールとして「プレ支援シート」があります。
個別の教育支援計画の一部でもあるこのシートは新しい環境に合わせた支援を考えていくためのの手がかりやヒ
ントとして不可欠な情報です。

コラム 「プレ支援シート」とは
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途退学につながる場合もある。障害の特性で言語理解の乏しさから対人関係がうまくもて
なかったり，自分の適性について悩んだりする姿もある。発達障害やその疑いのある生徒
には，学校生活を支援する体制を高等学校でも確実に引き継いで準備していくことが大切
である。

②　支援のための連携
　中学校段階では，本人，保護者，担任，進路指導係，特別支援教育コーディネーター，
特別支援学校の教育相談担当者との連携が必要となる。
　具体的な支援の引き継ぎを行っていくためには，中学校の特別支援教育コーディネー
ターが主体となってプレ支援シートをもとに，高等学校の特別支援教育コーディネーター
と話し合いの場をもつようにする。また，移行支援を確実にしていくために３，４月の中高
連絡会だけではなく，入学後の学校生活でのつまずきに対してもケアできる場があること
がのぞましい。その機会として一学期中に行われる中高教頭連絡会が有効である。このほ
かの時期でも，各地域で開催している特別支援教育コーディネーター連絡会に高等学校の
特別支援教育コーディネーターの出席を呼びかけることで情報交換の場を増やすことが可
能である。

　高等学校で学ぶ発達障害のある生徒を支援していく上では，専門家との連携が大切にな
る。スクールカウンセラーのほか，各圏域の障害者総合支援センターも貴重な支援者とし
て活用したい。

③　支援に必要な情報の受け渡し
　幼稚園・保育所，小学校・中学校のところでも扱ってあるが，「プレ支援シート」は高等
学校や高等部への進学時にも必要である。実際に，合格者について独自のプレ支援シート
を中学校に送り，情報提供を依頼している高等学校もある。高等
学校から依頼がなくとも，中学校の段階で支援を受けてきた生徒
については，本人と保護者の了解を得た上で，プレ支援シート等
（次ページ参照）を引き継ぐことが望まれる。

〈中学校から高等学校へ進学した事例〉
・　中学校の担任から，特別支援学校の特別支援教育コーディネーターが相談を引き継ぎ，高等学校へのつ
なぎをした。高等学校では，特別支援学校のアドバイスの中から，本人の「理解に時間がかかる」という
特徴を理解し，補習授業等，できるところでの個別の対応をしながら，単位が修得できるように配慮した。
また，その対応を保護者に伝えていくことで保護者の不安の軽減にもつながった。
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〈記入例〉
プレ支援シート（小→中 , 中→高 用）
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プレ支援シート A（幼・保→小 用）
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プレ支援シート B（小→中 , 中→高 用）
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７　進 路 指 導
（１）進路指導とキャリア教育

　従来の進路指導が「進路決定の指導」や，「生徒一人一人の適性と進路や職業・職種との適合を
主眼とした指導」が中心であったことを見直し，今回の改訂に当たっては，児童生徒一人一人の勤
労観・職業観を育てるキャリア教育が位置付けられた。
　平成 20年１月，中央教育審議会の答申において，「社会の変化への対応の観点から教科等を横断
して改善すべき事項」の中で，キャリア教育の推進について示されている。特別支援教育の課題と
して「障害者の自立と社会参加を促進するた
め，企業や労働関係機関等との連携を図った
職業教育や進路指導の一層の改善が求めら
れている」を挙げ，「進路指導に当たっては，
関係機関との連携を図りながら，生徒が自分
に合った進路を主体的に選択できるよう，早
い段階からの進路指導を充実する」等と方向
付けられた。
　そこで，今回，小学校・中学校学習指導要
領総則解説，高等学校学習指導要領総則にお
いて，キャリア教育の位置付けや推進につい
て明記された。また，同様に特別支援学校学
習指導要領改訂においても，小中学校等の教
育課程に準じた改善を図るとともに，「自立と
社会参加に向けた職業教育の充実」の方針を
示し，特別支援学校小・中学部の学習指導要領総則解説や高等部学習指導要領総則に明記されている。
　キャリア教育については，平成16年の「キャリア教育の推進に関する総合的調査研究協力者会議
報告書（文部科学省）」中で，「進路指導の取組（または職業教育）は，キャリア教育の中核」をなす
ものであると明示されている。さらに，「キャリア教育は，一人一人のキャリア発達や個としての自
立を促す観点から，従来の教育の在り方を幅広く見直し，改革していくための理念と方向性を示す
ものであり，児童生徒の全人的な成長，発達を促す取組を積極的に進め，そのためには，各学校の
教育課程編成の在り方を見直し，各領域の関連する諸活動を体系化して計画的，組織的に実施する
ことが必要である」と，示されている。これは，キャリア教育の意義を踏まえて，教育課程の見直
しや改善をするよう求めているものである。
　キャリア教育を推進することは，自立と社会参加に向け，生きる力をはぐくむことを目指す特別支
援教育の理念とも重なり，ノーマライゼーションや共生社会の実現に向けて不可欠である。そこで，
進路指導については，キャリア教育の視点から見直し，「個別の指導計画」や「個別の教育支援計画」
等を基に，学校内外と連携して，早期から卒業後を見通しながら，キャリア発達を支援することを
求めているものである。

小・中学部総則等解説 1章第６節５（２）進路指導の充実
　中学部における進路指導については，進路指導が生徒
の生き方の指導であることを踏まえ，生徒の意欲や努力
を重視することが重要である。進路指導が生徒の勤労
観・職業観を育てるキャリア教育の一環として重要な役
割を果たすものであること，学ぶ意義の実感にもつなが
ることなどを踏まえて指導を行うことが大切である。
高等部総則第 1章第４款　職業教育に関して配慮すべき事項 ( 略 )
第１章第２節第４款の５(6)　 進路指導の充実
　生徒が自己の在り方生き方を考え，主体的に進路を選
択することができるよう，校内の組織体制を整備し，教
師間の相互の連携を図りながら，学校の教育活動全体を
通じ，計画的，組織的な進路指導を行い，キャリア教育
を推進すること。その際，家庭及び地域や福祉，労働等
の業務を行う関係機関との連携を十分に図ること。

キャリアとは
・　個々人が生涯にわたって遂行する様々な立場や役割の連鎖及びその過程における自己と働くこととの関係付け
　や価値付けの累積
・　「キャリア」は「個人」と「働くこと」との関係の上に成立する概念であり，個人がその職業生活，家庭生活，
　市民生活等の全生活の中で経験する様々な立場や役割を遂行する活動として幅広くとらえる。
キャリア教育とは
・　キャリアの概念に基づいて，「児童生徒一人一人のキャリア発達を支援し，それぞれにふさわしいキャリアを形成し
　ていくために必要な意欲・態度を育てる教育」（端的には，「児童生徒一人一人の勤労観・職業観を育てる教育」）
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（２）キャリア教育の推進のために
　文部科学省は，「小学校・中学校・高等学校キャリア教育推進の手引き（平成18年）」において，「従来、
進路指導を中心とする取組においては、発達課題の達成を支援する系統的な指導・援助といった意
識や観点が希薄であったり、実践を通した指導方法の蓄積が少なかったりしたことなどから、取組
が全体として脈絡や関連性に乏しく、多様な活動の寄せ集めになってしまいがちとなり、生徒の内
面の変容や能力・態度の向上等に十分結びついていかないきらいがあった」と見返している。さら
に「こうした課題を克服するためには、教育課程の改善が不可欠である」こと，「児童生徒のキャリ
ア発達を支援する観点に立って，各領域の関連する諸活動を体系化し，計画的・組織的に実施する
ことができるよう，各学校が連携を図りつつ，教育課程の編成の在り方を見直していく必要がある」
とした。一例として，各学校段階において身に付けることが期待される能力・態度が、どの程度身
に付いているか等，児童生徒の発達をみていく見取図を以下の視点から示した。

〔職業観・勤労観を育む学習プログラムの枠組み（例）─職業的（進路）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発達にかかわる諸能力の育成の視点から〕

　また，知的障害のある幼児児童生徒の教育については，独立行政法人国立特別支援教育総合研究
所が，「知的障害者の確かな就労を実現するための指導内容・方法に関する研究（平成 20年３月）」
において，上記枠組みに準じて作成した「知的障害のある児童生徒のキャリア発達段階・内容表（試
案）」を例示している。ここでは，小学部（小学校），中学部（中学校），高等部（高等学校）における
「キャリア発達の段階と発達課題」と，上記の４領域からみた各段階の「職業的（進路）発達に関わ
る諸能力」を，「育てたい力」として示してある。キャリア発達は生涯を通じて形成されるものであり，
乳幼児期または成人期との連続性においてとらえる必要があることから，幼児の段階から高等部卒
業後の生活を見通して各学部（学校）段階において，発達課題を踏まえて指導できるように，試案
として示している。

（３）各学校段階における進路指導
　小中学校等においては「職業観・勤労観を育む学習プログラムの枠組み（例）－職業的（進路）
発達にかかわる諸能力の育成の視点から」（以下「枠組み（例）」），知的障害
のある児童生徒の教育については，「知的障害のある児童生徒のキャリア発達
段階・内容表（試案）」（以下「試案」）等を参考にするなどして，各学校で段
階に応じて，教育課程全体を見返し，連携・協力を図りながらキャリア教育・
進路指導を推進していくようにする必要がある。
　以下，学習指導要領解説の要点も交えながら整理した。

①　小学校（小学部）段階
　「枠組み（例）」では，この段階の職業的（進路）発達課題を「夢や希望を描き，自分はこんな
人間になりたいという自己イメージを獲得すること，そのため，自己及び他者への積極的関心を
形成し発展させ，身の回りの仕事や環境に対する関心・意欲を向上させること，勤労を重んじ目

他者の個性を尊重し，自己の個性を発揮しながら，様々な人々とコミュニケー
ションを図り，協力・共同してものごとに取り組む。

学ぶこと・働くことの意義や役割及びその多様性を理解し，幅広く情報を活用
して，自己の進路や生き方の選択に生かす。

夢や希望をもって将来の生き方や生活を考え，社会の現実をふまえながら前向
きに自己の将来を設計する。

自らの意志と責任でよりよい選択・決定を行うとともに，その過程での課題や
葛藤に積極的に取り組み克服する。

人間関係形成能力

情 報 活 用 能 力

将 来 設 計 能 力

意 思 決 定 能 力
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Ⅳ
章

標に向かって努力することの大切さを，身をもって学んでいくこと」と示されている。遊びや家
の手伝い，学校での係活動、清掃活動、勤労生産的な活動や地域での活動等の中で、自分の役
割を果たそうとする意欲や態度をはぐくめるように，幼稚園や保育所，中学校等と連携する，職
場見学や実態に応じて各種体験活動を設ける等して，発達を支援することが大切である。特に，
この段階から，キャリア教育などを通じて学ぶ意義が実感できるように学習指導の一層の充実を
図ることが大切であることに留意したい。
　知的障害のある児童を教育する小学部（小学校）段階においては，就労の原型は「遊び」で
あると言われるように，まず，「遊び」がキャリア発達形成で重要となる。 遊びを通して「～し
たい」という「目当て意識・活動意欲」がはぐくまれ，「表現力・コミュニケーション力」や「模
倣する力」「道具を使う力」などが高められる。「試案」では，「幼児期から連続性をもって遊び
を中心とした生活発達全体の促進を図るところから，遊びから目的が明確な活動へ，扱われる素
材が身近なものから地域にある素材へ，援助を受けながらの活動から自主・自立的活動へ，と発
展しながら全人的発達をとげる時期であり，働くことに夢や意欲を育くむ時期」とされている。
これらを踏まえて実態に応じて生活単元学習に指導内容として位置付け，主体的な姿が発揮出
来るように支援したい。
　特別支援学校小学部段階においては，小学校学習指導要領に準じながら，個別の指導計画や
個別の教育支援計画を基にして児童の興味関心や特性，将来への願いを受け止め，保護者とと
もに進路指導を進めていきたい。

②　中学校（中学部）段階
　「枠組み（例）」では，中学校段階の発達課題を「生き方や進路に関する現実的な探索を積極
的に行うことができるようになること。そのため，肯定的な自己理解や自己有用感を獲得し，興
味関心や職業に関する基礎的な知識・理解等に基づく選択基準を形成すること，暫定的な進路
計画を立案したり，主体的によりよい選択をしようとしたりする姿勢を身に付けること」とされ
ている。これらを参考にしながら，教育課程実施に当たっては，「特別活動を中核としつつ，総
合的な学習の時間や学校行事の勤労生産・奉仕的行事における職場体験活動などの進路にかか
わる啓発的な体験活動及び個別指導としての進路相談を通じて，生徒の入学時から各学年にわ
たり，学校の教育活動全体を通じ，系統的，発展的に行っていくようにする」「進路指導主事を
中心とした校内の組織体制を整備し，学級担任の教師をはじめ，教師が相互に密接な連絡を取
り，それぞれの役割・立場において協力して指導に当たる」「保護者の理解と協力が不可欠であり，
保護者とともに進路指導を進めるようにするとともに，地域社会及び関係機関と連携して取り組
む」（中学校学習指導要領総則第１章第４の２（４）解説）に，配慮して支援する。
　また，知的障害のある生徒を教育する中学部（中学校）については，「試案」では，「職業生活
に必要な自己及び他者理解（自らのよさや仲間のよさ）を深め，実際的な職業体験を通じて自ら
の適性に気付き，やりがいや充実感の体感を通して，職業の意義，価値を知ることを学ぶ時期で
あること。また，自己の判断による進路選択を経験する時期でもある」とされている。これらを
踏まえ，実態に応じて生活単元学習や作業学習等に指導内容として位置付け，支援したい。
　特別支援学校中学部（中学校）における進路指導においては，中学校学習指導要領に準ずると
もに，生徒の実態に応じて教育課程を見直しながら支援するようにする。実施する上では，個別
の教育支援計画を活用して地域社会や福祉，労働等の関係機関との連携を十分に図って取り組む
ようにする，生徒が主体的に進路を選択できるように，労働関係機関等と連携を図り，生徒や保
護者に対して適切な時期に必要な情報を提供できるようにする，などに配慮する必要がある。
　中学部（中学校）卒業後の進路先は多岐に渡るが，生徒が夢や希望を自覚し，しっかりと目的
意識を持って，自分で進路の選択ができるように保護者と密接な連携を図りながら支援したい。
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③　高等学校（高等部）段階　　
　「枠組み（例）」では，高等学校段階の発達課題を「自己理解を深め，その自己を受容出来ること，
多様な生き方や進路・職業の理解の上に立って，自分なりの選択基準となる人生観や職業観・勤
労観を身に付けること，それらを基に自己の将来を設計し，社会的移行の準備を行うこと，その
ための現実的吟味を十分行い，積極的に試行すること」と示されている。高等学校における進路
指導は，全職員の共通理解と協力的指導体制により，学校の教育活動全体を通じて計画的，組織的，
継続的に行うようにする。その際は，望ましい勤労観・職業観の育成等を図る観点から，就業体
験の機会の確保に配慮する。
　また，知的障害のある生徒を教育する高等部（高等学校）「試案」では，「自らの適性の理解や
やりがいなどに基づいた意志決定，働くことの知識・技術の獲得と職業に従事するために必要な
態度及び習慣の形成，必要な支援を適切に求め，指示・助言を理解し実行する力の育成，経済生
活に必要な知識と体験，余暇の活用の在り方等を学ぶ時期」とされている。これらを踏まえて実
態に応じて作業学習や「職業」等に指導内容として位置付け，支援したい。
　特別支援学校高等部における進路指導においては，高等学校学習指導要領に準ずるとともに，
生徒の実態に応じて教育課程を見直しながら，計画的，組織的，継続的に行うようにする。その
際には，中学部（中学校）学習指導要領における配慮点と同様，個別の教育支援計画を活用しな
がら，各関係機関と連携を密にして支援し，生徒自ら進路を選択出来るように支援することが大
切である。

④　就労等に向けた移行支援　　
　高等部（高等学校）は，障害のある多くの生徒にとっては学校教育の最
終段階で，社会に出るための具体的な準備をする時期である。そのため，

「学校から社会」の移行に向けた支援を行う必要がある。
　そこで，その子の就労や入所後等の様々な場面を想定し，豊かな　生活とスムーズな移行に向
けた人的・物理的環境の整備や具体的な支援の在り方を探るため，在学中より支援会議等を行う。
ここでは，本人・保護者・職場関係者・就労支援機関や福祉事務所の担当者・医師・余暇生活の
関係者・地域の関係者・学級担任等が連携して移行支援計画の作成を進め，参加メンバーで共通
理解を図っておく。
　また，生徒自身も市町村相談支援専門員との交流，地域の福祉施設等の見学などを行い，就職
後に相談できるところを把握して利用するスキルを身に付けておくことも大切である。

「個別の移行支援計画」
　「個別の教育支援計画」を卒業後の移行に視点をおき，内容を具体化したもの。在学時から作成する。作成に当たっては，
卒業後の生活へのスムーズな移行のために，本人や保護者から卒業後の生活にかかわるニーズを聞き取り，「家庭生活」

「余暇・地域生活」「医療・健康」「福祉・労働」などの面から，生徒にとって必要な関係機関と連絡調整を図りながら
支援会議を実施し，支援者それぞれの役割分担や支援の在り方を具体的にすることが大切である。
　なお，個別の移行支援計画は個人情報を多く含むものであるため，扱う際には，支援にかかわりのない第三者には情
報を出さない，二次使用しない等，十分に配慮をする。

高等部　→　特別支援学校編　P.17

〈参考・引用文献〉　
「キャリア教育の推進に関する総合的調査研究協力者会議報告書」（平成 16年１月）文部科学省
「小学校・中学校・高等学校 　キャリア教育推進の手引 －児童生徒一人一人の勤労観，職業観を育てるた
めに－キャリア教育推進の手引き－」（平成 18年 11月）文部科学省（公式ＨＰ）

「平成 18・19年度　課題別研究報告書　知的障害者の確かな就労を実現するための指導内容・方法に関す
る研究」（平成 20年３月）独立行政法人国立特別支援教育総合研究所（公式ＨＰ）




